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   群馬県警察ワイドエリアネットワーク情報管理業務監査実施要領の制定について 

  （通達） 

 群馬県警察ワイドエリアネットワークの運営に関する訓令（平成２３年群馬県警察本

部訓令甲第１０号）第３６条第２項の規定に基づき、別添のとおり群馬県警察ワイドエ

リアネットワーク情報管理業務監査実施要領を制定したので、事務処理上誤りのないよ

うにされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅠＸｘ04 



別添 

   群馬県警察ワイドエリアネットワーク情報管理業務監査実施要領 

第１ 趣旨 

この要領は、群馬県警察ワイドエリアネットワークの運営に関する訓令（平成２３

年群馬県警察本部訓令甲第１０号）第３６条第２項の規定に基づき、情報管理業務監

査（以下「監査」という。）の実施について必要な事項を定めるものとする。 

第２ 監査の種類 

  監査の種類は、通常監査及び特別監査とする。 

第３ 通常監査 

 １ 通常監査の実施 

   システム総括責任者は、群馬県警察ワイドエリアネットワーク（以下「ＧＰ－Ｗ 

 ＡＮシステム」という。）の適用業務を運用する所属に対し、毎年度１回以上、Ｇ 

 Ｐ－ＷＡＮシステムによる処理に係る情報の取扱状況全般について、通常監査を実 

 施するものとする。 

 ２ 通常監査の実施計画 

 システム総括責任者は、毎年度、通常監査の実施計画を定めるものとする。 

 前号の実施計画には、実施時期、対象所属、監査項目その他必要な事項につい

て定めるものとする。 

 ３ 監査官の指名 

   システム総括責任者は、通常監査の実施に際しては、警務部情報管理課（以下 

  「情報管理課」という。）又は適用業務を主管する所属の課長補佐以上の職にあ 

  る職員の中から、監査官を指名するものとする。  

   システム総括責任者は、通常監査の実施に際して必要があるときは、監査官の 

  職務を補佐させるため、情報管理課又は適用業務を主管する所属の職員の中から、 

  監査補佐官を指名することができる。 

 ４ 監査官等の権限 

   監査官及び監査補佐官は、通常監査を実施するため必要と認められるときは、対 

 象所属の職員に対し、説明、資料の提供若しくは指定する日時及び場所への出頭を 

 求め、又は当該所属の施設に立ち入ることができる。 



 ５ 留意事項 

   監査官及び監査補佐官は、通常調査の実施に際しては、次の事項に留意しなけれ 

 ばならない。 

   取り扱う情報の保秘を徹底すること。 

   厳正かつ公平を旨とすること。 

   資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。 

    必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。 

 ６ 実施結果の報告 

   監査官は、通常監査を終了したときは、速やかにその実施結果を書面に取りまと 

 め、自らの意見を付して、システム管理者を経てシステム総括責任者に報告するも 

 のとする。 

 ７ 監査結果の通知 

   システム総括責任者は、通常監査を実施したときは、その都度、対象所属の長に 

 当該監査の結果を情報管理業務監査結果通知書（別記様式）により通知するものと 

 し、当該監査において改善を要する事項を、当該対象所属の長に指示するものとす 

 る。 

 ８ 改善措置の実施 

   前記７の通知を受けた対象所属の長は、速やかに必要な改善措置を執り、その結 

 果をシステム管理者を経てシステム総括責任者に報告するものとする。 

第４ 特別監査 

 １ システム総括責任者は、特に必要があると認める場合には、対象所属、監査項目 

 その他必要な事項を定め、特別監査を実施するものとする。 

 ２ 通常監査に関する規定の準用 

   第３の３から８までの規定は、特別監査について準用する。 

 


